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（目的） 
第１ 葛西臨海水族園は、高度で先駆的な飼育・繁殖や教育普及に取り組むなど、長
年に亘り国内水族館をリードしてきた。 
開園後３０年近くが経過し、社会環境の変化や機械設備の老朽化等が進行する中、
これからも多くの方々に親しまれる都立水族館として持続的に発展するためのあ
り方について、専門的見地から検討を行うため、葛西臨海水族園のあり方検討会（以
下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 
第２ 検討会は、次に掲げる事項について検討する。 
（１）都立水族館が担うべき役割及び機能に関すること 
（２）飼育、繁殖、教育、調査研究等の方針及び取組に関すること 
（３）その他、都立水族館の運営に関し必要な事項 

（委員等） 
第３ 検討会は、建設局長が委嘱する委員で構成する。 
２ 委員の任期は、前項の規定による委嘱を受けた日から２年とする。ただし、再任
を妨げない。 

（座長及び副座長） 
第４ 検討会に、座長及び副座長を置く。 
２ 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により選出する。
３ 座長は、検討会の会務を総理する。
４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議及び会議録の公開） 
第５ 検討会の会議は、座長が招集する。 
２ 検討会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 会議及び会議録は、原則公開とする。ただし、検討内容等が東京都情報公開条例
（平成１１年東京都条例第５号。以下「条例」という。）第７条に規定する非開示
情報に該当すると認める場合は、その理由を明らかにした上で、一部又は全部を非
公開とすることができる。 



４ 前項ただし書きに基づく非公開は、座長が検討会に諮って決定する。 

（謝礼金の支払）
第６ 建設局長は、検討会に出席した者に対し、謝礼金を支払うことができる。

（委員以外の出席） 
第７ 検討会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し会議の出席を求め、又は
他の方法により意見を聞くことができる。

（庶務） 
第８ 検討会の庶務は、建設局公園緑地部計画課において処理する。

（雑則） 
第９ この設置要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が
別に定める。 

附則 
この要綱は、平成２９年１１月２４日から施行する。


